
京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例（令

和７年６月１８日京都市条例第   号）（都市計画局建築指導部建築指導課） 

１ 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）大原戸寺町地区地区計画が変更さ

れ、新たにＢ地区及びＣ地区として区分された区域において地区整備計画が定められ

たことに伴い、当該地区内における建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限

度及び建築物の高さの最高限度を定めることとしました。 

２ 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）向島国道１号周辺地区地区計画が

変更され、新たにＣ地区として区分された区域において地区整備計画が定められたこ

とに伴い、当該地区内における建築物の用途の制限、容積率の最高限度、建蔽率の最

高限度、建築物の敷地面積の最低限度及び建築物の高さの最高限度を定めることとし

ました。 

この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

  

４



京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例を

公布する。 

  令和７年６月１８日 

京都市長  松 井 孝 治 

京都市条例第   号 

京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正す 

   る条例 

 京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を次のように改正

する。 

 別表第１大原戸寺町地区の項を次のように改める。 

大原戸寺町

Ａ地区 

京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）大原戸寺町地区地区

計画（以下「大原戸寺町地区地区計画」という。）の区域のうち、地区

整備計画においてＡ地区として区分された区域 

大原戸寺町

Ｂ地区 

大原戸寺町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてＢ地区

として区分された区域 

大原戸寺町

Ｃ地区 

大原戸寺町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてＣ地区

として区分された区域 

別表第１向島国道１号周辺Ｂ地区の項を次のように改める。 

向島国道１

号周辺Ｂ地

区 

向島国道１号周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画におい

てＢ地区として区分された区域 

向島国道１

号周辺Ｃ地

区 

向島国道１号周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画におい

てＣ地区として区分された区域 

別表第２大原戸寺町地区の項中「大原戸寺町地区」を「大原戸寺町Ａ地区及び大原戸寺

町Ｂ地区」に改め、同項の次に次の１項を加える。 

４



大原戸寺町

Ｃ地区 

建築物の用

途の制限 

建築することができる建築物 

⑴  病院又は診療所 

⑵ 老人ホーム（老人福祉法第２０条の５に規定する特

別養護老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関す

る法律第５条第１項に規定するサービス付き高齢者向

け住宅（以下「サービス付き高齢者向け住宅」という。）

に限る。）、福祉ホームその他これらに類するもの 

⑶ 老人福祉センターその他これに類するもの 

⑷ サービス付き高齢者向け住宅（第２号に掲げるもの

を除く。） 

⑸ 共同住宅（前号に掲げるものを除く。） 

⑹ 介護保険法第８条第２０項に規定する認知症対応型

共同生活介護又は同法第８条の２第１５項に規定する

介護予防認知症対応型共同生活介護を行う施設 

⑺ 寄宿舎（第４号及び前号に掲げるものを除く。） 

⑻ 令第１３０条の３第２号又は第３号に掲げる用途

（介護保険法第８条第１２項に規定する福祉用具貸与

若しくは同条第１３項に規定する特定福祉用具販売又

は同法第８条の２第１０項に規定する介護予防福祉用

具貸与若しくは同条第１１項に規定する特定介護予防

福祉用具販売を行うものに限る。）に供する建築物 

⑼ 前各号の建築物に付属するもの（令第１３０条の５

に規定するものを除く。） 

 建築物の敷

地面積の最

低限度 

５００平方メートル 

 建築物の高

さの最高限

度 

１０メートル（軒の高さについては、７メートル） 

 別表第２備考以外の部分中 



「  

                                      」 

「 

 建築物の高さ

の最高限度 

３５メートル 

向島国道１

号周辺Ｃ地

区 

建築物の用途

の制限 

建築することができる建築物 

⑴ 事務所 

⑵ 倉庫 

⑶ 工場（法別表第２（る）項第１号に掲

げるものを除く。） 

⑷ 前３号の建築物に付属するもの 

⑸ バス停留所の上屋 

 容積率の最高

限度 

１０分の２０ 

 建蔽率の最高

限度 

１０分の６ 

 建築物の敷地

面積の最低限 

度 

１０，０００平方メートル 

 建築物の高さ

の最高限度 

３６メートル 

                                      」 

改める。 

別表第３明倫元学区烏丸通沿道地区及び明倫元学区新町通・室町通界わい地区の項を次

のように改める。 

 建築物の高さ

の最高限度 

３５メートル 
を 

に 



大原戸寺町

Ｂ地区及び

大原戸寺町

Ｃ地区 

建 築 物 の 用 途 の 制 限 大 原 戸 寺 町 Ｂ 地 区 

明倫元学区

烏丸通沿道

地区及び明

倫元学区新

町通・室町通

界わい地区 

建 築 物 の 用 途 の 制 限 明倫元学区烏丸通沿道地区 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

（都市計画局建築指導部建築指導課） 


